
　2010年4月の株式上場に伴い、金融商品取引法に基づ
き、財務報告に係る内部統制への対応を行っています。
　財務報告に関連する重要なプロセスや財務報告を作成
する体制等の内部統制の有効性の評価を実施した結果、
当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した
旨の「内部統制報告書」を作成し、有価証券報告書とあわ
せて提出しました。
　また、内部統制報告書の適正性を確認するため、会計
監査人による内部統制監査を受けています。

部および外部専門機関と連携の上、組織として適切な対
応を図る態勢としています。

　当社では、健全かつ適切な業務運営を確保するために、
業務監査により内部統制等の適切性・有効性を検証してお
り、以下のような態勢を構築しています。

　内部統制基本方針のもと、業務監査の基本的事項や実
施要領等に関する規程を制定し、全役職員に公開してい
ます。
　各業務執行所管や募集代理店に対する業務監査組織と
して業務監査部を設置し、各業務執行所管や募集代理店
から独立した組織として業務監査を実効性のあるものと
しています。

　事業年度ごとに取締役会において重点業務監査項目等
の業務監査の大綱を決定し、これを基に業務監査の年度
実施計画を業務監査部担当執行役員が決定しています。
業務監査結果を定期的に取締役会等において経営層に報
告するとともに、被業務監査組織には速やかに改善計画
の立案を求め、改善計画の実施状況の管理を行うことで、
業務監査を通じた改善を推進しています。

■ 業務監査態勢等の整備

■ 業務監査の実施

業務監査による内部統制等の適切性・
有効性の検証

財務報告に係る内部統制

　当社では、「社会からの信頼確保」を経営基本方針に掲
げており、反社会的勢力からの不当要求に対しては組織
全体で対応することとし、一切の関係遮断・被害防止に努
めています。
　反社会的勢力による被害防止に関する基本的な考え方
や取組方針について内部統制基本方針に規定するととも
に、この基本方針に基づく「反社会的勢力対策規程」を
2008年4月1日付で制定しました。さらに、基本方針・
規程に基づき、「反社会的勢力対策基準書」を2009年5

月1日付で制定し、役職員が遵守すべきルールや反社会
的勢力との関係遮断・被害防止に向けた具体的な取り組み
の詳細について明確化しています。
　各部・各支社では反社会的勢力対応責任者および反社
会的勢力対応推進者を定め、反社会的勢力からの不当要
求等には、責任者・推進者を中心に統括所管である総務

反社会的勢力による被害の防止
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　当社は、子会社等の取締役会等による意思決定および
業務執行の監督についてモニタリングを行うことを基本と
し、業務執行の状況等を確認しています。また、子会社
等の業務の適正を確保する観点から、必要な社規・ルール
等を整備するとともに、子会社等に係る内部統制を担当
する所管は、必要に応じて業務の状況を取締役会、経営
会議、内部統制委員会等に報告しています。

子会社等における業務の適正の確保

反社会的勢力との関係遮断・被害防止に関する組織体制
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　当社は、IR活動を通じ、株主・投資家の皆さまに対し、
経営戦略および財務・業績状況等に関する情報を適時・適
切に提供します。そして、その内容を的確に理解してい
ただけるように努めていくことで、皆さまからの信頼と適
切な評価を得ることを目指しています。
　また、当社は、金融商品取引法等の法令および東京証
券取引所が定める有価証券上場規程等に従い、情報開示
を行います。そのほかの情報についても、当社に対する
理解を深めていただけると考えられるものに関しては、適
時・適切に開示を行います。
　皆さまよりいただいたご要望、評価については、経営
幹部による会社経営の参考にするとともに、適切な情報
管理に基づき社内で情報を共有し、企業価値の向上に役
立てていきます。

※ 連結修正純利益とは実質的な収益力を示す当社独自の指標であり、連結当期純利益
　 に危険準備金の法定超過繰入額（税引後）を加算するなどして算出しています。

株主・投資家の皆さまとのかかわり
株主・投資家の皆さまから信頼と適切な評価をいただくことを目指し、安定的な成長による
利益の還元に努めるとともに、積極的にコミュニケーションを図っていきます。

金融機関19.9%
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IR活動方針

　当社は、健全性強化、契約者配当とのバランスに配慮し
つつ、中長期的に安定的な株主還元の実現を目指します。
具体的には、連結修正純利益※に対する配当性向を20％～
30％とすることを目指しつつ、連結・単体の業績動向、市場環
境、規制動向等を総合的に勘案し、毎期の配当を決定します。
　なお、株式会社化直後ではありますが、2010年4月
16日を基準日として、1株につき1,000円の第1回株主
配当を実施しました。

株主配当の方針

　機関投資家・証券アナリストの皆さま向けには2010年
3月期決算報告について電話会議でご説明し、さらに決算・
経営説明会を開催しました。電話会議・説明会の内容を
広く株主・投資家の皆さまにご覧いただくため、説明会資
料や電話会議の音声、説明会の映像、質疑応答の要旨等
を当社のホームページ「株主・投資家の皆さま」に掲載して
います。加えて、第三者が主催する個人投資家向けIRイ
ベントに積極
的に参加し、
個人投資家の
皆さまに当社
の経営への理
解を深めてい
ただくよう努
めます。

コミュニケーションと情報開示

第一生命オフィシャルホームページ
「株主・投資家の皆さま」
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　株主数が約137万人と日本最大になったことを踏まえ、
高い収容能力がある幕張メッセを会場として、2010年6

月28日に第1回定時株主総会を開催しました（当日ご出
席株主数　3,096名　開催時間2時間48分）。株主総会
では、大型のスクリーンを活用し、株主の皆さまにとっ
て視覚的に、見やすく分かりやすい事業のご報告に努め
ました。加えて、社長より「企業価値向上への取り組み」
についてご説明しました。また、株主の皆さまと総会の
議案や当社の経営等についての質疑応答を行い、コミュ
ニケーションの充実を図りました。
　株主総会招集ご通知については、株主の皆さまに十分
ご検討いただけるよう早期の発送を行い、発送と同時に
東京証券取引所および当社のホームページに和文・英文に

株主総会

て公開しました。
　株主総会後には
当社の事業内容や
取組課題等をお知
らせするために
「株主の皆さまへ」
をお送りしました。株主総会

株主構成

2010年4月16日現在
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